
 

令和５年 第１２回美里町農業委員会総会会議録 

 

１．開 催 期 日  令和５年１２月２２日 

２．開 催 場 所  美里町役場２０１会議室 

３．開催時刻及び宣告者  午後 １時３０分 会長 

４．閉会時刻及び宣言者  午後 ２時３５分 会長代理 

５．議 長  会長 松本 清貴 

６．委 員 出 席 状 況 

議席番号 農業委員氏名 出欠席 議席番号 
農地利用最適推進委員

氏 名 
出欠席 

 １  清水 芳明 出席 東児玉１  荒木 義雄 出席 

 ２ 根岸 利成 〃  〃 ２ 斉藤 茂 〃 

 ３  茂木 清一 〃  〃 ３ 杉田 敏夫 〃 

 ４ 阿武 富士子 〃  〃 ４ 根本 三好 〃 

 ５  中嶋 敬子 〃 松久 １ 池田 進 〃 

 ６  金井 美知子 〃  〃 ２ 岡田 克実 〃 

 ７         長谷川 精一 〃  〃 ３ 佐藤 栄一 〃 

 ８  中澤 啓二 〃  〃 ４ 中島 市郎 〃 

 ９ 松本 清貴 〃 大沢 １ 櫻沢 幸代 〃 

１０  長滝 岳 〃  〃 ２ 富沢 光男 〃 

１１  深田 和也 〃  〃 ３ 持田 克己 〃 

農業委員会委員     出席：１１名  欠席：０名  計：１１名 

農地利用最適化推進委員 出席：１１名  欠席：０名  計：１１名 

７．会 議 参 与 者  なし 

８．事務局職員出席者  丸山 保  松田 寛之  

９．会 議 進 行 状 況 

会 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

皆さんこんにちは。時間になりましたので、はじめさせていただきます。ただ

いまの出席数は農業委員１１人、農地利用最適化推進委員１１人です。農業委員

の過半数に達しましたので、これより農業委員会総会第１２回会議を開きます。 

 会議規則第１３条第２項の規定により、議事録署名人に６番委員並びに７番委

員を指名いたします。 

 会議規則第４条の規定により、議長を務めさせていただきます。これより、議

事に入ります。 

 

 第１号議案 農地法第３条を議題といたします。番号１について、事務局より

説明をお願いします。 



 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

３番委員 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

推進委員 

松久２番 

 

 

 ３ページ番号１をご覧ください。 

 受人 大字○○△△△番地 ○○ ○○ 渡人 ○○○○区△丁目△△番△△

号 ○○○○○△△△ ○○ ○○ 土地の所在大字○○字○○△△△△番 地

目 田 面積 １，０９３㎡ △△△△番 地目 田 面積 １，５８２㎡ 合

計面積 ２，６７５㎡ 権利内容 所有権 理由 規模拡大 自作地 １３，３

０６㎡ 借受地１６７，２３５㎡ 貸付地０㎡ 取得状況 平成３０年６月３０

日 相続 不耕作無 家族数 ４ 従農数 ４ 経態 兼業 所有機械 トラ

クター２台 田植機１台 コンバイン１台 トラック２台 防除機１台 位置 

農用地区域 自宅から２キロメートル 

４ページをご覧ください。こちらは申請地○○△△△△番、△△△△番の左側

が付近の状況図、右側が公図の写しでございます。 

 渡人は○○○○○区に住んでおり、農地の管理ができないとのことで、受人で

ある○○氏に利用権設定により申請地を貸し付けていました。今回、売買へ至っ

た経緯ですが、渡人は平成３０年に今回の農地を含む土地や家屋を相続しました

が、仕事の都合上、美里には帰ってこられないとのことで、昨年実家を売却する

など、資産整理を行っており、農地については受人と話がまとまり、申請に至っ

たそうです。 

 受人は現在７１歳で、今まで借り受けて耕作していた農地ですので、引き続き

耕作を行っていくとのことです。 

以上番号１の案件になります。ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

 

農地法第３条の番号１を審議いたします。農業委員３番より補足説明がありま

したらお願いします。 

 

 

先日現地の方を確認してきました。渡人は相続で農地を取得したようですが、

勤め人で遠方に住んでおり農業ができないということだそうです。今まで借りて

いた農地とのことですので問題はないと思います。ご審議の程よろしくお願いい

たします。 

 

 

次に、推進委員松久２番より意見がありましたらお願いします。 

 

 

 事務局より説明がありました通りで、耕作できる方に農地が渡るのはいいこと

だと思います。ご審議お願いいたします。 

 



 

議 長 

 

 

 

 

５番委員 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

議 長 

 

 他の推進委員の方で意見がありましたら挙手をお願いします。意見がないよう

ですので次に移ります。 

 次に農業委員の方で質問がありましたら挙手をお願いします。５番委員。 

 

 

 申請地を現地確認してきましたが、あまりきれいに耕作されていないようでし

た。受人は、かなり多くの面積耕作されているようですが今後も農地を規模拡大

していくのでしょうか。 

 

 

 事務局より説明をお願いします。 

 

 

 受人が今後も規模拡大するかどうかは分かりませんが、今回の申請地は、既に

借りて耕作している農地ですので規模は今までと同じになります。受人の耕作地

の管理が行き届いていないという問い合わせは、事務局の方にもいただくのです

が、取得後は周辺農地に支障がないように草の防除等行うとのことです。 

 

 

 他に農業委員の方で質問がありましたら挙手をお願いします。質問がないよう

ですから、採決したいと思います。農地法第３条の番号１について、許可と思わ

れる農業委員の方の挙手をお願いします。 

 

 

 （農業委員全員挙手） 

 

 

 賛成全員につき、許可と決定します。 

 

 

農地法第３条の審議が終わりましたので事務局長より審議結果の確認をお願

いします。 

 

 

農地法第３条の番号１の案件につきましては許可と議決されました。 

 

 

 第２号議案 農地法第５条の規定による許可申請案件について議題といたし



 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

２番委員 

 

 

 

 

議 長 

 

ます。番号１について事務局より説明をお願いします。 

 

 

 受人 ○○市○△丁目△番△△号 ○○○○○○○○株式会社 代表取締役 

○○ ○○ 渡人 大字○○△△△番地△ ○○ ○ 土地の所在 大字○○○

字○○○△△△△番△、△△△△番 地目 田 １０８９㎡ ４２１㎡ 計２筆 

１，５１０㎡  転用目的 建築条件付分譲 権利内容 所有権 申請内容 職

業・建築及び不動産業 ６区画 取得状況 令和２年９月１１日 相続 仮登

記・抵当権 無 位置 第１種農地 農用地区域外 宅地から３ｍ 

７ページをご覧ください。大字○○○字○○○の農地になります。次ページを

ご覧ください。左が公図、右が配置図になります。まず、今回の転用目的である

建築条件付分譲について説明します。 

農地転用許可制度において、土地の造成のみを目的とする農地転用、いわゆる

宅地分譲については、造成地が売れず住宅が建たないと単に農地をつぶしただけ

になってしまうことや、住宅以外が建ってしまう可能性があることで認められ

ず、建売のみ認められていました。 

しかし、平成３１年に運用が変わり、一定の条件を付けることで宅地分譲がで

きるようになりました。条件につきましては、宅地の売買契約書に、土地購入後、

３か月以内に建築請負契約を結ばないと、土地の売買契約が解除されることが記

載されていることや、一定の販売期間が過ぎても売れなかった区画については、

申請者が住宅を建て、建売をすることです。今回の配置図等の申請書類は、全区

画が売れなかった場合に建売をするときのものとなっております。 

区画は６区画で、道路接続は県道及び北側の町道、区画中央の位置指定道路で

す。水道は南の水路敷に７５ミリの管が来ており、そこから各区画へ取り出し。

排水については、隣接する用水路へ繋ぎこむ予定です。 

以上となります。ご審議をお願いいたします。 

 

 

農地法第５条の規定による番号１を審議いたします。農業委員２番より補足説

明をお願いいたします。 

 

 

先日現地確認をしました。今までは土盛りがされており、農地としての利用は

されていなかった農地です。申請にあたりガラを取り除き農地の状態に戻した状

態になります。場所も便利でいいのではないかと思います。ご審議お願いします。 

 

 

次に、推進委員東児玉４番より意見がありましたらお願いいたします。 

 



 

推進委員 

東児玉４番 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今までは様々な用途で使われていた土地になります。申請にあたりガラ等取り

除き農地の状態になったと思われますので問題はないと思います。ご審議お願い

いたします。 

 

 

 他の推進委員の方で意見がありましたら挙手をお願いします。意見がないよう

ですので次に移ります。 

 次に農業委員の方で質問がある方は挙手をお願いいたします。質問がないよう

ですから、採決したいと思います。農地法第５条の番号１について、許可相当と

思われる農業委員の方の挙手をお願いします。 

 

 

 （農業委員全員挙手） 

 

 

 賛成全員につき、許可相当と決定します。 

 

 

続きまして、農地法第５条の番号２について事務局より説明をお願いします。 

 

 

 受人 ○○○○○区○○○△丁目△番△号 ○○○○○○○○○ 有限会社 

○○○○○○○○ 代表取締役 ○○ ○ 渡人 大字○○○△番地 ○○ ○ 

土地の所在 大字○○○字○○○○△△△番 地目 田 １筆 １，２６８㎡ 

転用目的 駐車場・メンテナンススペース 権利内容 所有権 申請内容 職

業・建築・設備保守業等 バギーコースの付帯設備 取得状況 平成２７年１０

月２３日 相続 仮登記・抵当権 無 第２種農地 農用地区域外 宅地から１

５ｍ ９ページをご覧ください。大字○○○字○○○○の農地になります。 

次ページをご覧ください。 

左が公図、右が配置図になります。配置図の上は現在の状況で、下が申請地の利

用計画図です。 

受人は、申請地隣の山林にて、ロッククローリング専用のバギーコースを運営

しています。ロッククローリングとは、バギー等の四輪駆動車で、山の急斜面や

岩場などの厳しい地形を走破するスポーツとのことです。 

関東初の専用コースで、県内外から利用者が来ており、現在の駐車スペースでは

足りない状況となっており、今回の申請となったそうです。 

申請地は山に囲まれた場所で、長年耕作されておらず、樹木等も生え農地とし

ての利用は困難な状況です。以上となります。ご審議をよろしくお願いします。 



 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進委員 

大沢２番 

 

 

議 長 

 

 

 

 

１番委員 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

１番委員 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

農地法第５条の番号２を審議いたします。申請地は私の担当地区ですので補足

説明をします。 

渡人に農地の状況を伺ったところ、３０年以上耕作していないとのことです。

また現地の状況は両側が山の状態になっておりまして急斜面で日当たりもなく

農作物が育つ環境ではありませんので、問題はないのではないかと感じていま

す。補足説明は以上となります。 

 

 

続きまして、推進委員大沢２番より意見がありましたらお願いいたします。 

 

 

現地確認しましたが、会長の言う通り耕作に向く土地ではありません。ご審議

をお願いいたします。 

 

 

他に推進委員の方で意見がありましたら挙手をお願いします。意見がないよう

ですので次に移ります。 

 次に農業委員の方で質問のある方の挙手をお願いします。１番委員。 

 

 

 バギー車による騒音の問題は大丈夫でしょうか。 

 

 

 事務局より説明をお願いいたします。 

 

 

 申請地は、山に囲まれており建物が１件ありますが人は住んでいないようなの

で問題はないと思います。 

 

 

 過去に事故等はあるのでしょうか。 

 

 

 事務局より説明をお願いします。 

 

 

 事故については事務局では把握しておりません。 



 

 

議 長 

 

 

５番委員 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

推進委員 

大沢３番 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 他の農業委員の方で質問がありましたら挙手をお願いします。５番委員。 

 

 

 現地を確認してきましたが、農地の状況ではなかったため場所が分かりません

でした。町内でも地目が農地でもこういった土地がまだあると思いますので、農

業委員会として非農地判定を進めていかなければと感じました。 

 

 

 他の農業委員・推進委員の方で質問がありましたら挙手をお願いします。推進

委員大沢３番。 

 

 

 申請地の近くに○○○湖が流れていますが、排水は浄化槽でしょうか。 

 

 

 事務局より説明をお願いします。 

 

 

 浄化槽の関係は把握しておりませんので、後日回答します。 

 

 

他の農業委員の方で質問のある方の挙手をお願いします。質問がないようです

から、採決したいと思います。農地法第５条の番号２について、許可相当と思わ

れる農業委員の方の挙手をお願いします。 

 

 

 （農業委員全員挙手） 

 

 

 賛成全員につき、許可相当と決定します。 

 

 

続きまして、農地法第５条の番号３について事務局より説明をお願いします。 

 

 受人 ○○市○○○△△△番地△ ○○○○○○△△△ ○○ ○○ 渡人 

大字○○△△△番地 ○○ ○○ 土地の所在 大字○○字○○△△番△ 地目 

畑 １筆 ２９７㎡ 転用目的 自己用住宅 権利内容 所有権 申請内容 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

１番委員 

 

 

 

議 長 

 

 

推進委員 

松久１番 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職業・会社員 １棟６３．７６㎡ ２階建て 取得状況 平成１９年４月１４日 

相続 仮登記・抵当権 無 第２種農地 農用地区域外 宅地から６ｍ 

１１ページをご覧ください。大字○○字○○地内の農地になります。次ページ

をご覧ください。左が公図、右が配置図になります。 

受人は夫婦で○○市のアパートにて生活しています。将来の子育てのことなど

を考え、自己用住宅の建設を計画しました。美里町を選んだ理由としては、転勤

になったことで美里からのほうが通勤時間が短縮できることや、自然豊かで子育

てには適していると考えたからだそうです。 

道路接続については、申請地西に約６ｍの町道があり、そこから水道の取り出

し、排水は集落排水への接続となります。以上となります。ご審議をお願いいた

します。 

 

 

農地法第５条の規定による番号３を審議いたします。農業委員１番より補足説

明をお願いいたします。 

 

 

現地確認しましたが、申請地の周り家が多く建っており、これからも増えるだ

ろうと考えられます。特に問題はないと思います。ご審議お願いいたします。 

 

 

推進委員松久１番より意見がありましたら、お願いいたします。 

 

 

 現地は遺跡の森のグラウンドの西側にありまして、周辺は住宅地になっており

ます。受人は仕事場が転勤になったため住宅を検討しているとのことで町の活性

化にもつながると思いますので、ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

 

他に推進委員の方で意見がありましたら挙手をお願いします。意見がないよう

ですので次に移ります。 

 次に農業委員の方で質問のある方の挙手をお願いします。 

質問がないようですから、採決したいと思います。農地法第５条の番号３につ

いて、許可相当と思われる農業委員の方の挙手をお願いします。 

 

 

 （農業委員全員挙手） 

 

 



 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

８番委員 

 

 

 

 

議 長 

 賛成全員につき、許可相当と決定します。 

 

 

 続きまして農地法第５条の番号４について事務局より説明をお願いします。 

 

 

 受人 ○○市○○△丁目△△△番地△ ○○○○○△△△ ○○ ○○・○○ 

○○ 渡人 大字○○○△△△番地 ○○ ○○ 土地の所在 大字○○○字○

○○△△△番△、△△△番△ 地目 畑 ３４㎡ ６３７㎡ 計２筆 ６７１㎡  

転用目的 自己用住宅 権利内容 使用貸借権 許可日から３０年間 申請

内容 職業・公務員・公務員 １棟 平屋建て（111.79㎡） 取得状況 昭和２

０年２月２４日 相続 

仮登記・抵当権 無 第２種農地 農用地区域外 宅地に接続 

１３ページをご覧ください。大字○○○字○○○地内の農地になります。次の

ページをご覧ください。左が公図、右が配置図になります。 

受人は夫婦で○○市のアパートにて生活しています。将来の子育てのことなど

を考え、自己用住宅の建設を計画しました。不動産屋で土地を探しましたが、希

望に叶う土地が見つからず、両親に相談したところ、実家隣の農地がいいのでは

と提案されたそうです。道路接続については、申請地西に約６ｍの町道があり、

そこから水道の取り出し、排水は浄化槽処理後道路側溝へ放流予定です。 

また、今回の申請面積は６７１㎡で、県の農転運用指針において、一般住宅は

おおむね５００㎡を超えないものに限るとの規定に抵触するため、このことにつ

いて許認可権者である埼玉県と事前協議をしています。 

面積が６７１㎡ですが、進入路等の面積を除く有効敷地面積が５００㎡を切るこ

とや、申請地の周囲が宅地等に囲われており、少ない面積の農地を残しても効率

的な営農ができない等の立地条件を考慮し、埼玉県としては今回の申請面積を認

めると回答を得ております。以上となります。ご審議をお願いいたします。 

 

 

農地法第５条の規定による番号４を審議いたします。農業委員８番より補足説

明をお願いいたします。 

 

 

渡人と受人の関係は祖父、孫にあたる関係で、申請地隣には受人の両親の家が

建っております。周辺は住宅地ですので問題はないと思いますのでご審議お願い

いたします。 

 

 

推進委員東児玉１番より意見がありましたら、お願いいたします。 



 

 

推進委員 

東児玉１番 

 

 

 

議 長 

 

 

推進委員 

松久１番 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

議 長 

 

 

推進委員 

松久３番 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 申請地は住宅が密集している地域でございます。申請地は今まではネギ白菜、

果樹等を栽培していた土地になります。住宅を建設するにはいい土地だと思いま

す。ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

 

 他に推進委員の方で意見がありましたら挙手をお願いします。松久１番。 

 

 

 権利内容が使用貸借権・許可日から３０年間とありますが、これはどういう意

味でしょうか。 

 

 

 事務局より説明をお願いします。 

 

 

 こちらは、渡人の土地を無料で３０年間借り受けるという意味になります。 

 

 

 他に推進委員の方で意見がありましたら挙手をお願いします。松久３番。 

 

 

自己用住宅の転用面積が５００㎡を超えるときは、何か条件があるのでしょう

か。 

 

 

 事務局より説明をお願いします。 

 

 

 ５００㎡を超えて良いという最終的な判断は、許可権者である埼玉県になりま

す。基本は５００㎡が上限ですが、それを超える場合は必要な理由を示した上で

事前に埼玉県と協議をし、認められれば、５００㎡を超える可能性はあります。 

 

 

他に推進委員の方で意見がありましたら挙手をお願いします。意見がないよう

ですので次に移ります。 

 次に農業委員の方から質問がありましたら挙手をお願いします。１番委員。 

 



 

１番委員 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

議 長 

 

 

１０番委員 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

議 長 

 

 

５番委員 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

使用貸借権３０年とありますが、事務局は、書類を３０年間保存しておくので

しょうか。 

  

 

 事務局より説明をお願いします。 

 

 

 農地転用の申請書類について保存年限は１０年となっております。 

 

 

 他に農業委員の方から質問がありましたら挙手をお願いします。１０番委員。 

 

 

 使用貸借権３０年間とありますが、その間に亡くなった場合、権利はどうなる

のでしょうか。 

 

 

 事務局より説明をお願いします。 

 

 

 亡くなった場合は、相続人が相続しますが、権利内容もそのまま相続するとい

うことになります。 

 

 

 次に農業委員の方から質問がありましたら挙手をお願いします。５番委員。 

 

 

 申請地の西側△△△番地は農地ですが宅地の進入路として使用しているよう

ですが、問題はないのでしょうか。 

 

 

 事務局より説明をお願いします。 

 

 

 確かに受人の両親の進入路として使っているのですが、あくまでも畑の進入路

として使っているとのことです。 

 

 



議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他に農業委員の方から質問がありましたら挙手をお願いします。質問がないよ

うですから、採決したいと思います。農地法第５条の番号４について、許可相当

と思われる農業委員の方の挙手をお願いします。 

 

 

 （農業委員全員挙手） 

 

 

 賛成全員につき、許可相当と決定します。 

 

 

 続きまして農地法第５条の番号５についてですが、７番委員に直接関係があり

ますので退席をお願いします。 

 

 

 ～８番委員退席～ 

 

 

事務局より説明をお願いします。 

 

 

受人 ○○市○○区○○○△丁目△番△号 ○○○○株式会社 代表取締役 

○○ ○○ 渡人 大字○○△△△△番地△ ○○ ○○ 

土地の所在 大字○○○字○○△△△△番△△ 地目 畑 １筆 ４３６㎡ 

転用目的 駐車場 権利内容 賃貸借権 許可日から１０年間 申請内容 職

業・コンクリート製品製造業 既存駐車場の敷地拡張 取得状況 平成３０年４

月３日 売買 仮登記・抵当権 無 第２種農地 農用地区域外 宅地に接続 

１５ページをご覧ください。大字○○○字○○地内の農地になります。 

次ページをご覧ください。左が公図、右が配置図になります。 

申請に至った経緯ですが、申請地の傍に資材置場兼駐車場として使用している

土地があり、作業効率及び安全面の観点から、資材置場のみの使用としたいと考

え、不足する駐車場を補うために今回の申請となったそうです。 

また、今回の審査と直接関係ないのですが、○○○○については別の場所で水

路の不法専用があるとのことで、県へ農業委員会の意見を付して書類を進達する

際に、町の意見書も合わせて送付したいと申し出がありましたので、ご承知おき

ください。 

以上となります。ご審議をお願いいたします。 

 

 



議 長 

 

 

 

推進委員 

東児玉１番 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

１番委員 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地法第５条の規定による番号５を審議いたします。推進委員東児玉１番より

意見がありましたら、お願いいたします。 

 

 

 先日現地確認をしてきました。申請地は周りが工場と住宅、駐車場に囲まれた

農地になります。現在は適正に農地管理された状態ですので、特に問題はないと

思います。 

 

 

 他に推進委員の方で意見がありましたら挙手をお願いします。意見がないよう

ですので次に移ります。 

 次に農業委員の方から質問がありましたら挙手をお願いします。１番委員。 

 

 

この申請は、地目の変更はあるのでしょうか。 

  

 

 事務局より説明をお願いします。 

 

 

 この申請は一時転用ではなく農地転用の申請になるため地目変更されます。 

 

 

 次に農業委員の方から質問がありましたら挙手をお願いします。 

 

 

他に農業委員の方から質問がありましたら挙手をお願いします。質問がないよ

うですから、採決したいと思います。農地法第５条の番号５について、許可相当

と思われる農業委員の方の挙手をお願いします。 

 

 

 （農業委員全員挙手） 

 

 

 賛成全員につき、許可相当と決定します。 

 

 

審議が終わりましたので、農業委員８番の入室をお願いいたします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長代理 

 

 

 

 

～８番委員入室～ 

 

 

５条の審議が終わりましたので事務局長より審議結果の確認をお願いします。 

 

 

農地法第５条の番号１から番号５の案件につきましては許可相当と議決され

ました。 

 

 

議案のすべてを審議いたしましたので、これで会議を閉じ議長の任を解かさせ

ていただきます。慎重審議ありがとうございました。 

閉会を会長代理、お願いいたします。 

 

 

 以上をもちまして、第１２回の農業委員会総会を終了します。慎重審議ありが

とうございました。 

 

 

上記会議の顛末を記載し、その相違ないことを証するためここに署名する。 

 

   令和５年１２月２２日 

 

 

     議  長 

 

 

     署名委員 

 

 

署名委員 

 


